
広島市医師会運営・安芸市民病院新棟の自動販売機等に関する契約書（案）
　広島市（以下「甲」という。）と○○○○○（以下「乙」という。）とは、広島市医師会運営・安芸市民病院新棟の自動販売機設置について次のとおり契約を締結する。

　（目的）
第１条　甲は、広島市医師会運営・安芸市民病院新棟の自動販売機置場を提供し、乙に自動販売機及び回収ボックス（以下「自動販売機等」という。）を設置させるものとする。
　（物件の用途）
第２条　乙は、前条に規定する自動販売機置場を自動販売機等の設置のみに利用し、その他の用途に使用してはならない。
　（譲渡又は転貸の禁止）
第３条　乙は、この契約から生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡をし、貸し付け、又は承継させてはならない。また、その権利を担保に供してはならない。
　（自動販売機設置期間）
第４条　自動販売機等設置の契約期間は、令和８年１０月１５日から令和９年１０月１４日までとする。
　（契約金額）
第５条　契約金額は、設置料（自動販売機業務の取扱いに係る契約の価格をいう。）及び使用料（広島市財産条例(昭和37年広島市条例第23号)第２条の使用料をいう。）を合算した金○○○○○円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。（内訳　設置料○○○○○円、使用料６，１３０円）
２　乙は、前項の設置料及び使用料については、甲が指定する期日までに納入しなければならない。
　（甲の解除権）
第６条　甲は、必要があると認めたとき、又は乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
　⑴　指定期日までに納入されるべき額が納入されないとき。
　⑵　契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。

２　乙は、前項の規定による契約の解除により甲が損害を受けた場合には、その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。

３　乙は、第１項の規定による契約の解除により損害が生ずることがあっても、その損害に関し甲に賠償を請求することはできない。
　（自動販売機等の設置及び撤去等）

第７条　自動販売機等の設置及び撤去は、乙が行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。

　（自動販売機等の維持管理）

第８条　設置中の自動販売機等は、乙が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は乙の負担とする。また、自動販売機等において、施設の電気設備等を使用する場合は、乙が法令に適合した副メーターを設置し、光熱水費（実費相当額）は乙の負担とする。
　（遵守事項）
第９条　甲・乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
　（疑義の決定）
第１０条　この契約に関して疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、要綱、基準及び要領の定めによるものとし、これらに記載のない事項については、甲・乙協議して定める。
　　この契約を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各その１通を保有する。
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